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■従来は、「あたかも効果があるかのようにみせるため、加工・修整した術前術後の写真等については、
虚偽にあたるものとして規制される」との厚労省の見解でした。… 平成24年（2012年）9月28日 厚労省通知

■今後は、加工や修整をしていなくても「誰もが同じ効果が得られると患者が勘違いして飛びつく恐れが
ある」と判断し、省令で禁止されることになります。
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「ビフォー・アフター」原則禁止に＝美容医療トラブルで広告規制－厚労省方針
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